
令和７年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会

■全国統一指標、
地域独自指標に関する好事例

徳島県小松島市
『プロポーザル方式・総合評価落札方式の積極的な活用【業務】』
測量設計コンサルタント業務において、価格の競争だけでなく、品質確保の観点
から企業及び配置予定技術者の同種業務の実績や技術者の資格等を評価に
加え、総合的に判断し落札業者を決定しています。プロポーザル方式では、実施
要項を策定の上、業者から専門的なアイディアによる技術提案企画力を期待し、
主に各種計画策定の際に採用しています。
香川県高松市
『情報通信技術を活用した生産性の向上【工事】』
昨年度末、初めて簡易型パターン1によるICT活用工事として施工者希望型で
発注し、書類作成や確認作業の省力化が進み、受発注者共に業務が効率化し
たとの高評価を得ています。受注者からは、3次元設計データの内製化には苦労
があったものの、現場作業の効率化につながり、今後も継続して活用したいとの意
見がありました。ICT活用工事に要する費用は高額であり、継続的なICT活用工
事の発注が課題となっています。
愛媛県宇和島市
『業務のダンピング対策【業務】』
品確法に基づくダンピング対策として、令和３年度より最低制限価格制度を施
行しています。予定価格により対象業務を定めており、現在まで業務全体の約３
割を対象としています。低入札価格調査制度の導入については、対象となった場
合の調査の方法や、判断基準等について調整を進めています。
高知県大月町
『週休２日工事の達成状況』
令和６年４月１日以降発注する全ての土木工事において、原則発注者指定
型によりに工事発注を実施しています。早期に週休２日工事発注へ切り替えが
実現できた大きな要因は、令和６年度の働き方改革関連法の適用にあわせて、
本町として週休２日工事は発注者として実質的に取り組むべき必須の課題であ
るとの認識に立って協議を進めてきたことにあると思います。

四国地方公共工事品質確保推進協議会（会長：四国地方整備局長）は、１月２１日令和７年度協議会（第２回）を開催し、公共工事の品質確保と地域建設業の働き方
改革の推進及び担い手の中長期的な確保・育成、発注事務に関する情報共有、施工時期の平準化、週休２日の取り組みなどについて、令和８年度の活動方針を決定
するとともに、取組の好事例を紹介。

○開催日 ： 令和８年１月２１日（水）13:00～14:00 ○場 所 ： 高松シンボルタワー１階展示場＆Web会議併用

◆令和８年度の品確協の活動方針について
全国統一指標に関する活動
１ 週休２日対象工事の達成【工事】
・全機関において週休２日の対象工事を拡大し、週休２日の取り組みを推進する。

・国・県・市町村等全機関連携し『全工事週休２日！』を目標に週休２日 (土日閉所）の達成を目指す。

２ 施工時期の平準化【工事】
・全機関において閑散期（４～６月）の平準化率１．０以上、繁忙期（１～３月）の平準化率１．０以下を目指す。
・国・県・市町村等を含めた四国地域ブロック及び各県域単位の平準化率を公表。
・小規模工事（５００万円未満）を含めて、施工時期の平準化に努める。
・平準化推進のために「さ・し・す・せ・そ」の活用の継続実施に努める。

地域独自指標に関する項目
１ 情報通信技術を活用した工事、業務を普及させるための取り組み【工事、業務】
• 全機関が、情報通信技術を活用した取り組みを進めることにより、情報通信技術の拡大を図る。
• 発注者向けの講習会等開催の取り組みを継続し情報通信技術の浸透を図る。
２ スライド条項の設定【工事】
• 全機関において受注者からの請求により請負代金の変更が可能となる条項を工事請負契約書に規定する。
３ 受注者との情報共有、協議の迅速化【工事、業務】
• スリム化ガイドライン（工事）、ウィークリースタンス・スケジュール管理（業務）等を適用し、工事・業務を円滑
かつ効率的に進める。

発注者（建設業）共通の課題への対応
１ 魅力ある業界をＰＲする取り組み【広報・情報発信】

• 週休２日や情報通信技術・最新技術の活用など、新しい建設業（現場）の魅力を各発注者から発信する。

【好事例紹介】【協議会の確認】

高松シンボルタワー会場
（委員３９名をはじめ）
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情報通信技術を活用した生産性の
向上を紹介

よい品質を確保をするためにはよ
い人材に来ていただく必要があり、
週休２日や猛暑対策、適正な工期設
定など労働環境の整備と施工時期の
平準化が非常に大事になります。
全ての発注機関が足並みをそろえて
一緒に取り組んでいきたい。

協議会会長 挨拶

参加者からの発言

週休２日工事の達成状況を紹介

大月町


